
豊田市は、市民に信頼される自治体として、行政サービスを持続的かつ安定
的に提供していくため、内部統制制度を導入します。そして、組織的かつ効果
的に内部統制に取り組むことで、持続可能な行財政運営の確保に努めます。
本市では、地方自治法（昭和22年法律第67号）第150条第2項に基づき、取組

の基本的な考え方として、「内部統制に関する方針」を次のとおり定め、今後
は、この方針に基づき内部統制体制の整備及び運用を行います。

１ 内部統制の目的及びその取組
（１）財務等事務の公正な執行の確保

会計事務などの財務に関する業務において、リスクを把握しつつ、適正
なルールの運用を行うことで、予算、決算等による財務報告等の信頼性を
確保するとともに、その情報の適切な保存及び管理に取り組みます。

（２）業務に関わる法令等の遵守
職員一人一人が業務に関わる法令その他の規範を理解し、遵守して適正

に業務を執行するとともに、組織としてチェックできる体制づくりに着実
に取り組みます。

（３）業務の効率的かつ効果的な遂行
事務事業の業務プロセスを常に検証・見直し、改善をすることで、効率

的かつ効果的な業務執行に取り組みます。
（４）資産の保全

市が保有する財産を適正に管理するために、正当な手続に基づく取得、
使用、処分等を行うことで、その保全に取り組みます。

２ 内部統制の対象とする事務
（１）財務に関する事務
（２）その他市長が必要と認める事務

３ 施行期日
令和３年４月１日

令和３年３月１９日
豊田市長 太田 稔彦

豊田市内部統制に関する方針


